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令和５年度版



　労働保険とは労働者災害補償保険（一般に「労災保険」といいます）

と雇用保険とを総称した言葉であり、保険給付は両保険制度で別個

に行われていますが、保険料の徴収等については、両保険は労働保

険として、原則的に、一体のものとして取り扱われています。

　労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇っ

ていれば適用事業となり、事業主は成立手続を行い、労働保険料を

納付しなければなりません。

　なお、労働保険における「事業」とは、一定の場所、組織のもと

に行われる経営活動等をいいます。一つの会社でも本社のほかに工

場、支店などがあれば、原則、それぞれについて成立手続を行う必

要があります。詳しくは、所轄の労働基準監督署、公共職業安定所

までお問い合わせください。

　労働者が業務上の事由、二以上の事業の業務を要
因とする事由又は通勤が原因で負傷した場合、病気に
なった場合、あるいは不幸にも死亡された場合に被災
労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うも
のです。また、労働者の社会復帰の促進など、労働
者の福祉の増進を図るための事業も行っています。

　労働者が失業した場合や労働者について雇用の
継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の
生活や雇用の安定を図るとともに、再就職を促進す
るため必要な給付を行うものです。また、失業の予防、
労働者の能力の開発や向上その他労働者の福祉の
増進を図るための事業も行っています。
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食料品・日用品等の小売業を営んでいて、労働者に支払う一年間の賃金が330万円
（毎月20万×12ヵ月、賞与45万×２回）の場合

　小売業についての労災保険率は3／1000(卸売業・小売業)、雇用保険率は15.5／1000(一

般の事業)ですので、(労働保険料)＝(賃金総額)×(労災保険率＋雇用保険率)により労働保険料

は、61,050円{＝3,300,000×（3／1000＋15.5／1000)}となります。

　また、この場合、事業主負担分は、雇用保険の被保険者負担分を除いた分となります。

　雇用保険の被保険者負担分は、賃金額に被保険者負担率を乗じることにより、毎月1,200円

（＝200,000×6／1000）、賞与時2,700円(＝450,000×6／1000)となり、一年間分の合

計は19,800円(＝1,200×12月＋2,700×２回)となります。

　したがって、事業主負担分の労働保険料は、41,250円（＝61,050－19,800）となります。

　(注)労災保険率及び雇用保険率は事業の種類によって異なります。(P14～P15参照）
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労災保険法には、法第31条第１項において、政府は、事業主が故意又は重大な過失により労災保険
に係る保険関係成立届を提出していない（いわゆる未手続の）期間中に生じた事故について、労災
保険給付を行った場合、労働基準法の規定による災害補償の価額の限度で、保険給付に要した費用
に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができるという規定が設けられていま
す。

成立
機関等

等給付、 等給付及び二次健康診断等給付

　労災保険法には、法第31条第１項第１号において、政府は、事業主が故意又は重大な過失により
労災保険に係る保険関係成立届を提出していない（いわゆる未手続の）期間中に生じた事故につい
て、労災保険給付を行った場合、労働基準法の規定による災害補償の価額の限度で、保険給付に要
した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができるという規定が設けら
れています。

行わない期間中に業務災害や複数業
務要員災害、通勤災害が発生した場合

成立
機関等

務災害や複数業務要員災害、通勤
災害が発生した場合





※社会保険労務士及び労働保険事務組合がアクセスコードを使用して電子申請による年度更新申告

手続を行う場合は、事業主の電子署名を省略することができます（P28参照）。
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